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医 薬 発 1016第 １ 号 

令 和 ６ 年 10月 16日 

 

都 道 府 県 知 事 

各  保健所設置市長  殿 

特 別 区 長 

 

 

厚 生 労 働 省 医 薬 局 長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

「 大麻取締法施行規則の全部を 改正する 省令」 及び「 大麻取締法及び麻薬及び向精

神薬取締法の一部を 改正する 法律の施行に伴う 関係省令の整備に関する 省令」 の公

布について 

 

 

大麻取締法施行規則の全部を 改正する 省令（ 令和６ 年厚生労働省令第140号） 及び

大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を 改正する 法律の施行に伴う 関係省

令の整備に関する 省令（ 令和６ 年厚生労働省令第141号） については、 本日別添のと

おり 公布さ れたと こ ろ です。  

こ れら の省令の主な内容は下記のと おり ですので、 御了知の上、 貴管下市町村、

関係団体、 関係機関等へ周知徹底いただき ま すよ う お願いし ます。  

 

 

記 

 

第１  改正の趣旨 

大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を 改正する 法律（ 令和５ 年法律

第 84 号。 以下「 改正法」 と いう 。） 第１ 条及び第３ 条の施行に伴い、 厚生労働省

関係省令について所要の規定の整備を 行う こ と と する こ と 。  

 

第２  改正の内容 

１  大麻取締法施行規則（ 昭和 23 年厚生省・ 農林省令第１ 号。 以下「 大麻法施

行規則」 と いう 。） の全部改正 

改正法第１ 条の規定によ る 改正後の大麻草の栽培の規制に関する 法律（ 昭和

23 年法律第 124 号。 以下「 第１ 条改正後大麻草栽培規制法」 と いう 。 ） の施
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行に伴い、 省令委任さ れている 事項等について以下のと おり 定め、 又は改正

する こ と 。  

⑴ 題名関係 

改正法第１ 条の規定によ り 大麻取締法の題名が大麻草の栽培の規制に関す

る 法律に改正さ れたこ と に伴い、 大麻法施行規則の題名を ｢大麻草の栽培の

規制に関する 法律施行規則｣に改める こ と 。  

⑵ 大麻草採取栽培者免許の申請（ 大麻法施行規則第１ 条関係）  

第１ 条改正後大麻草栽培規制法第５ 条第１ 項の規定によ る 大麻草採取栽培

者免許の申請は、 大麻法施行規則別記第１ 号様式による 申請書に、 栽培地の

区域を 示す図面、 事業計画書等の書類を 添えて行う こ と と するこ と 。  

⑶ 大麻草採取栽培者名簿及び大麻草研究栽培者名簿に登録すべき 事項（ 大麻

法施行規則第３ 条及び第９ 条第２ 項関係）  

第１ 条改正後大麻草栽培規制法第６ 条第２ 項（ 第１ 条改正後大麻草栽培規

制法第 13 条第２ 項において準用する 場合を 含む。） の規定により 大麻草採取

栽培者名簿及び大麻草研究栽培者名簿に登録すべき 事項は、 栽培地の数、 位

置及び面積、 栽培目的（ 大麻草研究栽培者にあっ ては研究目的） 等と する こ

と 。  

⑷ 大麻草採取栽培者の年次報告（ 大麻法施行規則第４ 条関係）  

第１ 条改正後大麻草栽培規制法第９ 条の規定によ る大麻草採取栽培者の年

次報告は、 大麻法施行規則別記第２ 号様式によ り 行う こ と と する こ と 。  

⑸ 大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者の帳簿の記載事項（ 大麻法施行規

則第５ 条及び第９ 条第２ 項関係）  

第１ 条改正後大麻草栽培規制法第 10 条第１ 項第４ 号の厚生労働省令で定

める 事項は、 大麻草採取栽培者が採取し た大麻草の繊維の数量（ 第１ 条改正

後大麻草栽培規制法第 17 条第１ 項において準用する場合にあっ ては、 大麻

草研究栽培者が研究のため使用し た大麻の品名及び数量並びにその年月日）

と するこ と 。  

⑹ 大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者によ る 大麻の廃棄方法（ 大麻法施

行規則第６ 条及び第９ 条第２ 項関係）  

第１ 条改正後大麻草栽培規制法第 12 条第１ 項（ 第１ 条改正後大麻草栽培

規制法第 17 条第１ 項において準用する 場合を 含む。） の厚生労働省令で定め

る 方法は、 焼却、 埋却その他の大麻を 回収する こ と が困難な方法と するこ

と 。  

⑺ 大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者の事故届（ 大麻法施行規則第７ 条

及び第９ 条第２ 項関係）  

第１ 条改正後大麻草栽培規制法第 12 条の２ 第１ 項（ 第１ 条改正後大麻草

栽培規制法第 17 条第１ 項において準用する 場合を 含む。） の規定によ る滅
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失、 盗取、 所在不明その他の事故が生じ たと き の都道府県知事等への届出事

項は、 栽培地及び業務上大麻を 取り 扱う 事務所の位置、 事故発生の状況等と

する こ と 。  

⑻ 大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者の免許の取消届（ 大麻法施行規則

第８ 条第１ 項及び第２ 項並びに第９ 条第２ 項関係）  

第１ 条改正後大麻草栽培規制法第 12 条の４ 第１ 項（ 第１ 条改正後大麻草

栽培規制法第 17 条第１ 項において準用する 場合を 含む。 以下⑻において同

じ 。） の規定による 大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者の免許の取消届

は、 大麻法施行規則別記第３ 号様式によ り 行う こ と と する こ と 。 また、 第１

条改正後大麻草栽培規制法第 12 条の４ 第１ 項の厚生労働省令で定める 事項

は、 免許の取消し を 受けよ う と する 理由及びその年月日等と する こ と 。  

⑼ 大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者の相続人等の届出等（ 第８ 条第３

項から 第５ 項まで及び第９ 条第２ 項関係）  

第１ 条改正後大麻草栽培規制法第 12 条の４ 第３ 項（ 第１ 条改正後大麻草

栽培規制法第 17 条第１ 項において準用する 場合を 含む。 以下⑼において同

じ 。） の規定による 大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者の相続人等の届

出は、 大麻法施行規則別記第４ 号様式によ り 行う こ と と する こ と 。 また、 第

１ 条改正後大麻草栽培規制法第 12 条の４ 第３ 項の厚生労働省で定める 事項

は、 栽培地の所在地及び面積等と する こ と 。 さ ら に、 相続人等が当該大麻草

を 栽培し 、 又は当該大麻を 所持し よ う と する と き は、 大麻草採取栽培者又は

大麻草研究栽培者の免許を 受けなければなら ないこ と と する こ と 。  

⑽ 大麻草研究栽培者免許の申請（ 大麻法施行規則第９ 条第１ 項関係）  

第１ 条改正後大麻草栽培規制法第 13 条第１ 項の規定によ る 大麻草研究栽

培者免許の申請は、 大麻法施行規則別記第１ 号様式によ る 申請書に、 栽培地

の区域を 示す図面、 研究計画書等の書類を 添えて行わなければなら ないこ と

と するこ と 。  

⑾ 大麻草研究栽培者の報告（ 大麻法施行規則第 10 条関係）  

第１ 条改正後大麻草栽培規制法第 15 条第１ 項の規定によ る 大麻草研究栽

培者の年次報告は、 大麻法施行規則別記第５ 号様式によ り 行う こ と と する こ

と 。 また、 同項の厚生労働省令で定める 事項は、 当該有効期間中に譲り 渡

し 、 又は廃棄し た大麻の品名及び数量と する こ と 。  

⑿ その他所要の改正を 行う こ と 。  

 

２  麻薬及び向精神薬取締法施行規則（ 昭和 28 年厚生省令第 14 号。 以下「 麻向

法施行規則」 と いう 。） の一部改正 

改正法第３ 条の規定による 改正後の麻薬及び向精神薬取締法（ 昭和 28 年法

律第 14 号。 以下「 第３ 条改正後麻向法」 と いう 。 ） の施行に伴い、 省令委任

さ れている 事項等について、 以下のと おり 改正する こ と 。  
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⑴ 廃棄の譲渡（ 麻向法施行規則第９ 条関係）  

第３ 条改正後麻向法第 24 条第 10 項の規定によ り 麻薬取扱者以外の者（ 大

麻草栽培者を 相続し た者等） が麻薬を 譲渡の許可を 申請する と き の申請事項

と し て、 譲渡し よ う と する 麻薬の所在場所を 追加するこ と 。  

⑵ 廃棄の届出（ 麻向法施行規則第 10 条関係）  

第３ 条改正後麻向法第 29 条の規定によ り 麻薬取扱者以外の者（ 大麻草栽

培者を 相続し た者等） が麻薬を 廃棄する と き の届出事項と し て、 廃棄し よ う

と する麻薬の所在場所を 追加する こ と 。  

⑶ 麻薬の譲受に係る 情報通信の技術を 利用する 方法（ 麻向法施行規則第 12

条の２ 及び第 12 条の４ 関係）  

第３ 条改正後麻向法第 32 条第２ 項及び改正法第３ 条の施行に伴い改正さ

れる 麻薬及び向精神薬取締法施行令（ 昭和 28 年政令第 57 号） 第１ 条の２ 第

１ 項の規定において、 大麻草栽培者についても 譲受証に記載すべき 事項につ

いて電子情報処理組織を 使用する 方法その他の情報通信の技術を 利用する 方

法により 提供を 受ける こ と ができ る よ う になる こ と に伴い、 所要の改正を 行

う こ と 。  

⑷ その他所要の改正を 行う こ と 。  

 

３  その他の省令の一部改正 

  改正法第１ 条及び第３ 条の施行に伴い、 以下の省令について所要の規定の整

備を 行う こ と 。  

⑴ 医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する 法律施

行規則（ 昭和 36 年厚生省令第１ 号）  

所要の規定の整理を 行う こ と 。  

⑵ 大麻取締法第二十二条の五の規定によ り 地方厚生局長及び地方厚生支局

長に委任する 権限を 定める 省令（ 平成 12 年厚生省令第 129 号）  

題名を 改正する と と も に、 大麻草研究栽培者に係る 厚生労働大臣の権限

を 地方厚生局長に委任する こ と と する こ と 。  

⑶ 厚生労働省の所管する 法令の規定に基づく 民間事業者等が行う 書面の保

存等における 情報通信の技術の利用に関する 省令（ 平成 17 年厚生労働省令

第 44 号）  

第１ 条改正後大麻草栽培規制法第 10 条（ 第１ 条改正後大麻草栽培規制法

第 17 条第１ 項において準用する 場合を 含む。） に基づき 作成さ れる 帳簿につ

いて、 書面の保存等に代えて電磁的記録の保存等を 行う こ と ができ る こ と と

する こ と 。  
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⑷ 厚生労働省の所管する 法律又は政令の規定に基づく 立入検査等の際に携

帯する 職員の身分を 示す証明書の様式の特例に関する 省令（ 令和３ 年厚生

労働省令第 175 号）  

  所要の規定の整理を 行う こ と 。  

 

４  施行期日等 

  こ れら の省令は、 改正法の施行の日（ 令和６ 年 12 月 12 日） から 施行する こ

と 。  

 

収受
埼玉県

'24.10.16

薬務課
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○
厚
生
労
働
省
令
第
百
四
十
号

大
麻
取
締
法
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
施
行
に
伴

い
、
及
び
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
麻
取
締
法

施
行
規
則
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
月
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿

大
麻
取
締
法
施
行
規
則
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令

厚
生
省

大
麻
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年

令
第
一
号
）
の
全
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

農
林
省

大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
大
麻
草
採
取
栽
培
者
の
免
許
の
申
請
）

第
一
条

大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
麻
草
採
取
栽

培
者
の
免
許
（
以
下
こ
の
条
、
第
三
条
、
第
四
条
、
第
七
条
及
び
第
八
条
（
第
五
項
を
除
く
。
）
に
お
い
て
単
に
「
免
許
」

と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
栽
培
地
の
属
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す
る
都
道
府
県
の
知
事
（
以
下
「
都
道
府
県
知
事
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
略
歴
を
記
載
し
た
書
類
、
住
民
票
の
写
し
及
び
公
の
機
関
が
発

行
し
た
身
分
証
明
書
若
し
く
は
資
格
証
明
書
で
写
真
を
貼
り
付
け
た
も
の
又
は
そ
の
他
都
道
府
県
知
事
が
こ
れ
ら
に
準
ず

る
も
の
と
し
て
特
に
認
め
る
も
の

二

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も

の
を
含
む
。
）

三

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し

た
書
類
並
び
に
当
該
役
員
の
住
民
票
の
写
し
及
び
公
の
機
関
が
発
行
し
た
身
分
証
明
書
若
し
く
は
資
格
証
明
書
で
写
真
を

貼
り
付
け
た
も
の
又
は
そ
の
他
都
道
府
県
知
事
が
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
特
に
認
め
る
も
の

四

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
）
に
係
る
精
神
の
機
能
の
障

害
又
は
当
該
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
麻
薬
中
毒
者
で
あ
る
か
な
い
か
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書

五

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
）
が
法
第
五
条
第
二
項
各
号

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
旨
の
宣
誓
書
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六

栽
培
地
の
登
記
事
項
証
明
書

七

栽
培
地
の
区
域
を
示
す
図
面

八

栽
培
地
が
自
己
の
所
有
に
属
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
所
有
者
の
同
意
書
、
賃
貸
借
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
の
免
許
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
が
栽
培
地
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
証
明
す
る
書
類

九

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
現
に
法
第
二
条
第
三
項
の
大
麻
草
栽
培
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
免
許
証
の
写
し

十

事
業
計
画
書

十
一

業
務
上
大
麻
を
取
り
扱
う
事
務
所
の
位
置
及
び
構
造
を
示
す
図
面
及
び
写
真

十
二

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
大
麻
草
の
栽
培
に
従
事
す
る
者
の
雇
用
契
約
書
の

写
し
そ
の
他
大
麻
草
の
栽
培
に
従
事
す
る
者
に
対
す
る
使
用
関
係
を
証
す
る
書
類

十
三

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
大
麻
草
の
栽
培
に
従
事
す
る
者
の
業
務
の
内
容
を

記
載
し
た
書
類

（
法
第
五
条
第
二
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
二
条

法
第
五
条
第
二
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
大
麻
草
採
取
栽
培
者
の
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業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
大
麻
草
採
取
栽
培
者
名
簿
の
記
載
事
項
）

第
三
条

法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
麻
草
採
取
栽
培
者
名
簿
に
登
録
す
べ
き
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

二

住
所
地
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
生
年
月
日
（
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
氏
名
を
含

み
、
生
年
月
日
を
除
く
。
）

三

栽
培
地
の
数
、
位
置
及
び
面
積

四

業
務
上
大
麻
を
取
り
扱
う
事
務
所
の
位
置

五

栽
培
目
的

六

免
許
に
付
し
た
条
件

七

免
許
証
の
再
交
付
の
事
由
及
び
年
月
日

八

法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
抹
消
の
事
由
及
び
年
月
日

（
大
麻
草
採
取
栽
培
者
の
報
告
）
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第
四
条

法
第
九
条
の
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
大
麻
草
採
取
栽
培
者
（
免
許
の
有
効
期
間
が
満
了
し
た
者
を
含
む
。
）
は
、
別

記
第
二
号
様
式
に
よ
る
報
告
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
の
記
載
事
項
）

第
五
条

法
第
十
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
採
取
し
た
大
麻
草
の
繊
維
の
数
量
と
す

る
。

（
大
麻
の
廃
棄
方
法
）

第
六
条

法
第
十
二
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
焼
却
、
埋
却
そ
の
他
の
大
麻
を
回
収
す
る
こ
と
が
困
難

な
方
法
と
す
る
。

（
事
故
が
生
じ
た
と
き
の
届
出
事
項
）

第
七
条

法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
、
業
務
を
行
う
役
員
の
氏

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

免
許
証
の
番
号
、
免
許
年
月
日
及
び
免
許
証
の
種
類
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三

栽
培
地
及
び
業
務
上
大
麻
を
取
り
扱
う
事
務
所
の
位
置

四

事
故
発
生
の
状
況

（
免
許
の
取
消
し
等
の
届
出
）

第
八
条

法
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
三
号
様
式
に
よ
る
届
出
書
を
都
道

府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
、
業
務
を
行
う
役
員
の
氏

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

免
許
証
の
番
号
、
免
許
年
月
日
及
び
免
許
証
の
種
類

三

免
許
の
取
消
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由
及
び
そ
の
年
月
日

四

現
に
所
有
す
る
大
麻
草
の
繊
維
の
数
量

３

法
第
十
二
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
四
号
様
式
に
よ
る
届
出
書
を
都
道
府
県

知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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４

法
第
十
二
条
の
四
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
、
業
務
を
行
う
役
員
の
氏

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

免
許
証
の
番
号
、
免
許
年
月
日
及
び
免
許
証
の
種
類

三

栽
培
地
の
所
在
地
及
び
名
称

四

現
に
管
理
す
る
大
麻
草
の
繊
維
の
数
量

５

法
第
十
二
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
者
が
当
該
大
麻
草
を
栽
培
し
、
又
は
当
該
大
麻
を
所
持
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

法
第
五
条
第
一
項
又
は
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
麻
草
採
取
栽
培
者
又
は
大
麻
草
研
究
栽
培
者
の
免
許
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
大
麻
草
研
究
栽
培
者
の
免
許
の
申
請
）

第
九
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
麻
草
研
究
栽
培
者
の
免
許
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
免
許
」
と
い

う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
栽
培
地
を
管
轄
す

る
地
方
厚
生
局
長
（
以
下
「
地
方
厚
生
局
長
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
略
歴
を
記
載
し
た
書
類
、
住
民
票
の
写
し
及
び
公
の
機
関
が
発
行
し
た
身
分
証
明
書
若

し
く
は
資
格
証
明
書
で
写
真
を
貼
り
付
け
た
も
の
又
は
そ
の
他
地
方
厚
生
局
長
が
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
特
に
認

め
る
も
の

二

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
精
神
の
機
能
の
障
害
又
は
当
該
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
麻
薬
中
毒
者
で
あ

る
か
な
い
か
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書

三

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
二
項
各
号
（
第
七
号
を
除

く
。
）
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
旨
の
宣
誓
書

四

栽
培
地
の
登
記
事
項
証
明
書

五

栽
培
地
の
区
域
を
示
す
図
面

六

栽
培
地
が
自
己
の
所
有
に
属
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
所
有
者
の
同
意
書
、
賃
貸
借
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
の
免
許
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
が
栽
培
地
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
証
明
す
る
書
類

七

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
現
に
大
麻
草
栽
培
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
免
許
証
の
写
し

八

研
究
計
画
書
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九

業
務
上
大
麻
を
取
り
扱
う
事
務
所
の
位
置
及
び
構
造
を
示
す
図
面
及
び
写
真

２

第
二
条
、
第
三
条
及
び
第
五
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
大
麻
草
研
究
栽
培
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
（
見
出
し

法
第
五
条
第
二
項
第
五
号

法
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
二

を
含
む
。
）

項
第
五
号

第
三
条
（
見
出
し

大
麻
草
採
取
栽
培
者
名
簿

大
麻
草
研
究
栽
培
者
名
簿

を
含
む
。
）

法
第
六
条
第
一
項

法
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
条
第
一

項

第
三
条
第
二
号

生
年
月
日
（
法
人
又
は
団
体
で
あ
る

生
年
月
日

と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の

氏
名
を
含
み
、
生
年
月
日
を
除

く
。
）
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第
三
条
第
五
号

栽
培
目
的

研
究
目
的

第
三
条
第
六
号

免
許

大
麻
草
研
究
栽
培
者
の
免
許
（
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
八
条
第
五
項
を
除
き
、
以
下
単
に
「
免
許
」

と
い
う
。
）

第
三
条
第
八
号

法
第
十
二
条
の
三
第
二
項

法
第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の

三
第
二
項

第
五
条

法
第
十
条
第
一
項
第
四
号

法
第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一

項
第
四
号

採
取
し
た
大
麻
草
の
繊
維
の
数
量

研
究
の
た
め
使
用
し
た
大
麻
の
品
名
及
び
数
量
並
び
に
使

用
し
た
年
月
日

第
六
条

法
第
十
二
条
第
一
項

法
第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第

一
項

第
七
条

法
第
十
二
条
の
二
第
一
項

法
第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
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二
第
一
項

第
七
条
第
一
号

住
所
（
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
と
き

住
所

は
、
そ
の
名
称
、
業
務
を
行
う
役
員

の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
）

第
八
条

法
第
十
二
条
の
四
第
一
項

法
第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の

四
第
一
項

次
に
掲
げ
る
事
項

次
の
各
号
（
第
四
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項

法
第
十
二
条
の
四
第
三
項

法
第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の

四
第
三
項

第
八
条
第
一
項

別
記
第
三
号
様
式
に
よ
る
届
出
書
を

別
記
第
三
号
様
式
に
よ
る
届
出
書
を
栽
培
地
を
管
轄
す
る

都
道
府
県
知
事

地
方
厚
生
局
長
（
以
下
「
地
方
厚
生
局
長
」
と
い
う
。
）

第
八
条
第
二
項
第

住
所
（
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
と
き

住
所
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一
号

は
、
そ
の
名
称
、
業
務
を
行
う
役
員

の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
）

第
八
条
第
三
項

別
記
第
四
号
様
式
に
よ
る
届
出
書
を

別
記
第
四
号
様
式
に
よ
る
届
出
書
を
地
方
厚
生
局
長

都
道
府
県
知
事

（
大
麻
草
研
究
栽
培
者
の
報
告
）

第
十
条

法
第
十
五
条
第
一
項
の
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
大
麻
草
研
究
栽
培
者
は
、
別
記
第
五
号
様
式
に
よ
る
報
告
書
を
地
方

厚
生
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
十
五
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
有
効
期
間
中
に
譲
り
渡
し
、
又
は
廃

棄
し
た
大
麻
の
品
名
及
び
数
量
と
す
る
。

（
収
去
証
の
交
付
）

第
十
一
条

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
麻
薬
取
締
官
又
は
麻
薬
取
締
員
そ
の
他
の
職
員
が
大
麻
を
収
去
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
別
記
第
六
号
様
式
に
よ
る
収
去
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
証
票
）

第
十
二
条

法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
携
帯
す
べ
き
身
分
を
示
す
証
票
は
、
別
記
第
七
号
様
式
に
よ
る
も
の
と

す
る
。附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
大
麻
取
締
法
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
十
二
月
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
麻
栽
培
者
及
び
大
麻
研
究
者
の
大
麻
の
栽
培
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
免
許
の
有
効
期
間
内

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り

使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。
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３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。



別記第１ 号様式( 法第５ 条、 第13条第１ 項関係)  

収 入 

印 紙 

大臣免許に

限る。  

 
採取 

大麻草     栽培者免許申請書 
研究 

 

栽 培 地 

数  

位 置 
 

 

面 積 
 

 

 

 

目 的 

 

 

 

 

 

計 画 概 要 

 

 

 

業 務 管 理 体 制 

 

 

 

 

 

備 考 

 

 

 

  上記のと おり 、 免許を 受けたいので申請し ます。  

    年  月  日 

住 所

法人又は団体にあっ

ては、主たる事務所の

所在地を 含む。  

 

氏 名

法人又は団体にあっ

ては、その名称及び役

員の氏名を含む。  

 

生 年 月 日   

 

 厚生労働大臣( 地方厚生( 支) 局長、 都道府県知事)  殿 

 （ 注意）  

1 用紙の大き さ は、 Ａ ４ と するこ と 。  

  2 収入印紙は、 大臣免許に係る申請書の正本にのみ貼り 、 消印をし ないこ と 。  

  3 栽培地が複数ある場合には、 栽培地ごと に位置、 面積の欄を 追加し て記載するこ と 。  

法人又は団体を除く 。 



 

別
記

第
２

号
様

式
(
法

第
９

条
関

係
) 

大
麻

草
採

取
栽

培
者

の
年

間
報

告
書

 

免
許

証
番

号
 

第
 

 
 

 
 

 
 

号
 

免
許

年
月

日
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 

大
麻

草
の

作
付

面
積

 
 
 

当
該

年
中

に
採

取
し

た
 

大
麻

草
の

繊
維

の
数

量
 

 

大
麻

の
品

名
 

当
該

年
の

初
め

に
 

所
持

し
た

数
量

 

当
該

年
中

に
採

取
し

、
 

又
は

譲
り

受
け

た
数

量
 

当
該

年
の

末
日

に
 

所
持

し
た

数
量

 
備

考
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
上

記
の

と
お

り
、

報
告

し
ま

す
。

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 
 

住
所

 （
法

人
又

は
団

体
に

あ
っ

て
は

、
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
を

含
む

。
）

 
 
 

氏
名

 （
法

人
又

は
団

体
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
名

称
及

び
役

員
の

氏
名

を
含

む
。

） 
 
 

生
年

月
日

 （
法

人
又

は
団

体
を

除
く

。
）

 
 
 

 
都

道
府

県
知

事
 

 
 

 
 

 
 

殿
 

 
(
注

意
)
 

 
 

1
  

用
紙

の
大

き
さ

は
、

Ａ
４

と
す

る
こ

と
。

 

2
 
 
栽

培
地

が
複

数
あ

る
場

合
に

は
、

原
則

と
し

て
栽

培
地

ご
と

に
作

成
す

る
こ

と
。

 



 

別記第３ 号様式( 法第12条の４ 第１ 項、 第17条第１ 項関係)  

 

 
採取 

大麻草    栽培者免許取消届 
研究 

 

免 許 証 の 番 号 第     号 免 許 年 月 日 年  月  日 

免 許 証 の 種 類
  

免 許 証 返 納 の 理 由

及 び そ の 年 月 日 

 

現 在 の 大 麻 草 の 

作 付 面 積
 
 

現に 所有す る 大麻の

品 名 及 び 数 量
 

品 名 数 量 

  

現 に 所 有 す る 

大 麻 草 の 繊 維 の 

数 量
 

 

備 考
  

  上記のと おり 、 免許の取消し を受けたいので、 免許証を添えて届け出ます。  

      年  月  日 

住 所（ 法人又は団体にあっ ては、 主たる事務所の所在地を含む。）  

氏 名( 法人又は団体にあっ ては、 その名称及び役員の氏名を含む。 )  

  厚生労働大臣( 地方厚生( 支) 局長， 都道府県知事)  殿 

 ( 注意)  

  用紙の大き さ は、 Ａ ４ と するこ と 。  

 



 

別記第４ 号様式( 法第12条の４ 第３ 項、 第17条第１ 項関係)  

 

採取 
大麻草    栽培者死亡等届 

研究 

免 許 証 の 番 号 第    号 免 許 年 月 日 年  月  日 

免 許 証 の 種 類  氏 名  

届 出 の 理 由 
 

栽 培 地 

所 在 地 
 

名 称 
 

現 在 の 大 麻 草 の 

作 付 面 積 

 

現 に 管 理 す る 

大 麻 の 品 名 及 び 数 量 

品 名 数 量 
 

  
 

現に管理する 大麻草の 

繊 維 の 数 量 
 

 

備 考  
 

  上記のと おり 、 免許証を 添えて届け出ます。  

      年  月  日 

住 所    

届出義務者続柄                  

氏 名     

  厚生労働大臣( 地方厚生( 支) 局長、 都道府県知事)       殿 

 ( 注意)  

  用紙の大き さ は、 Ａ ４ と するこ と 。  

法人又は団体にあっ ては、名

称及び役員の氏名を含む。  

法人又は団体にあっ ては、主

たる 事務所の所在地を 含む。 



 

別
記

第
５

号
様

式
(
法

第
1
5
第

１
項

関
係

) 

大
麻

草
研

究
栽

培
者

の
年

間
報

告
書

 

免
許

証
番

号
 

第
 

 
 

 
 

 
 

号
 

免
許

年
月

日
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

大
麻

草
の

作
付

面
積

 
 
 

 

大
麻

の
品

名
 

当
該

有
効

期
間

の
 

初
日

に
所

持
し

た
 

大
麻

の
数

量
 当

該
有

効
期

間
中

に
採

 

取
し

、
又

は
譲

り
 

受
け

た
大

麻
の

数
量

 当
該

有
効

期
間

中
に

譲

り
渡

し
、

又
は

廃
棄

 

し
た

大
麻

の
数

量
 当

該
有

効
期

間
の

 

末
日

に
所

持
し

た
 

大
麻

の
数

量
 

備
考

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
上

記
の

と
お

り
、

報
告

し
ま

す
。

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

住
所

 
 

 
 

氏
名

 
 

 
 

生
年

月
日

 
 

 
 

 
厚

生
労

働
大

臣
(
地

方
厚

生
(
支

)
局

長
) 

殿
 

 
(
注

意
)
 

 
 

用
紙

の
大

き
さ

は
、

Ａ
４

と
す

る
こ

と
。

 



別記第６ 号様式（ 法第 21 条第１ 項関係）  

 
番号 

 
収 去 証 控 

 
免許の種類及び免許証の番号 

 
氏名又は名称 

 
住    所 

 
収 去 場 所 

 
品 名 数 量 

 
  年  月  日 

 
収去者職 氏 名 

 
備 考 

 
 
 

 
番号 

 
収 去 証 

 
免許の種類及び免許証の番号 

 
氏名又は名称 

 
住    所 

 
収 去 場 所 

 
品 名 数 量 

 
大麻草の栽培の規制に関する法律

（ 昭和二十三年法律第百二十四号） 第

二十一条第一項の規定により 上記のよ

う に収去する。  

 
  年  月  日 

収去者職 氏名     ㊞ 

 

備考 用紙の大き さ は、 A5 と する。  

㊞ 



別記第７ 号様式（ 第 21 条第２ 項条関係）  

表面 

  

  

 

裏面 

 こ の証票を 携帯する 者は、 大麻草の栽培の規制

に関する 法律第 21 条の規定によ り 立入検査又は

収去を 行う 職権を 有する も のである 。  

大麻草の栽培の規制に関する法律抜粋 

第 21 条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、こ の

法律の施行のため特に必要がある と き は、 大麻

草栽培者その他の関係者から 必要な 報告を 求

め、 又は麻薬取締官若し く は麻薬取締員その他

の職員に、 栽培地、 倉庫、 研究室その他大麻に

関係ある 場所に立ち 入り 、 業務の状況若し く は

帳簿書類その他の物件を 検査さ せ、 若し く は試

験のため必要な最小分量に限り 大麻を 無償で収

去さ せる こ と ができ る。   

２  麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が前

項の規定によ り 立入検査又は収去を する 場合に

は、 その身分を 証明する 証票を 携帯し 、 関係人

の請求がある と き は、 こ れを 提示し なければな

ら ない。   

３  第１ 項に規定する 権限は、 犯罪捜査のために

認めら れたも のと 解し てはなら ない。  

 

第  号 

 

 官 職 

 氏 名 

            年  月  日生 

大麻草の栽培の規制に関する法律（ 昭和 23

年法律第 124 号） 第 21 条の規定による 当該

職員の証 

 

         年  月  日発行 

（ １ 年間有効）  

厚生労働省（ 地方厚生局又は都道府県）  ㊞ 

 

 

 

 

写真貼付面 

12cm  

8
cm

 



○
厚
生
労
働
省
令
第
百
四
十
一
号

大
麻
取
締
法
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
施
行
に
伴

い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
麻
取
締
法
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
う
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
月
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿

大
麻
取
締
法
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る

省
令

（
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
譲
渡
し
の
許
可
申
請
）

（
譲
渡
し
の
許
可
申
請
）

第
九
条

法
第
二
十
四
条
第
十
項
及
び
第
十
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
麻
薬

第
九
条

法
第
二
十
四
条
第
十
項
及
び
第
十
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
麻
薬

の
譲
渡
し
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

の
譲
渡
し
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
請
書
（
別
記
第
十
号
様
式
）
を
麻
薬
輸
入
業
者
、
麻
薬
輸
出
業
者
、
麻

た
申
請
書
（
別
記
第
十
号
様
式
）
を
麻
薬
輸
入
業
者
、
麻
薬
輸
出
業
者
、
麻

薬
製
造
業
者
又
は
麻
薬
製
剤
業
者
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
を
経
由
し
て

薬
製
造
業
者
又
は
麻
薬
製
剤
業
者
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
を
経
由
し
て

厚
生
労
働
大
臣
に
、
そ
の
他
の
麻
薬
取
扱
者
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
に

厚
生
労
働
大
臣
に
、
そ
の
他
の
麻
薬
取
扱
者
に
あ
つ
て
は
地
方
厚
生
局
長
に

、
麻
薬
取
扱
者
以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
、
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
麻
薬
の
所
在

、
麻
薬
取
扱
者
以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
、
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
麻
薬
の
所
在

場
所
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

場
所
を
管
轄
す
る
地
方
厚
生
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

麻
薬
業
務
所
（
麻
薬
取
扱
者
以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
、
譲
り
渡
そ
う
と

四

麻
薬
業
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

す
る
麻
薬
の
所
在
場
所
）
の
名
称
及
び
所
在
地

五
～
七

（
略
）

五
～
七

（
略
）

（
麻
薬
小
売
業
者
間
で
の
麻
薬
の
譲
渡
し
の
許
可
申
請
の
特
例
）

（
麻
薬
小
売
業
者
間
で
の
麻
薬
の
譲
渡
し
の
許
可
申
請
の
特
例
）

第
九
条
の
二

二
以
上
の
麻
薬
小
売
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件
を
満

第
九
条
の
二

二
以
上
の
麻
薬
小
売
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件
を
満

た
す
場
合
に
限
り
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
項
に
定
め
る
手
続
に

た
す
場
合
に
限
り
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
項
に
定
め
る
手
続
に

よ
り
共
同
し
て
、
法
第
二
十
四
条
第
十
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
麻
薬
の

よ
り
共
同
し
て
、
法
第
二
十
四
条
第
十
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
麻
薬
の

譲
渡
し
の
許
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

譲
渡
し
の
許
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

い
ず
れ
の
麻
薬
小
売
業
者
も
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
限
り
、
麻
薬
を
譲

一

い
ず
れ
の
麻
薬
小
売
業
者
も
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
限
り
、
麻
薬
を
譲

り
渡
そ
う
と
す
る
者
で
あ
る
こ
と

り
渡
そ
う
と
す
る
者
で
あ
る
こ
と

イ

共
同
し
て
申
請
す
る
他
の
麻
薬
小
売
業
者
が
そ
の
在
庫
量
の
不
足
の

イ

共
同
し
て
申
請
す
る
他
の
麻
薬
小
売
業
者
が
そ
の
在
庫
量
の
不
足
の

た
め
麻
薬
処
方
箋
に
よ
り
調
剤
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て

た
め
麻
薬
処
方
せ
ん
に
よ
り
調
剤
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い

、
当
該
不
足
分
を
補
足
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

て
、
当
該
不
足
分
を
補
足
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

11

11



（
麻
薬
を
記
載
し
た
処
方
箋
の
記
載
事
項
）

（
麻
薬
を
記
載
し
た
処
方
せ
ん
の
記
載
事
項
）

第
九
条
の
三

法
第
二
十
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

第
九
条
の
三

法
第
二
十
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
麻
薬
診
療
施
設
の
調
剤
所
に
お

事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
麻
薬
診
療
施
設
の
調
剤
所
に
お

い
て
当
該
麻
薬
診
療
施
設
で
診
療
に
従
事
す
る
麻
薬
施
用
者
が
交
付
し
た
麻

い
て
当
該
麻
薬
診
療
施
設
で
診
療
に
従
事
す
る
麻
薬
施
用
者
が
交
付
し
た
麻

薬
処
方
箋
に
よ
り
薬
剤
師
が
調
剤
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
、
第
二

薬
処
方
せ
ん
に
よ
り
薬
剤
師
が
調
剤
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
、
第

号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

処
方
箋
の
使
用
期
間

二

処
方
せ
ん
の
使
用
期
間

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
廃
棄
の
届
出
）

（
廃
棄
の
届
出
）

第
十
条

法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
麻
薬
の
廃
棄
を
届
け
出
よ
う
と
す
る

第
十
条

法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
麻
薬
の
廃
棄
を
届
け
出
よ
う
と
す
る

者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
（
別
記
第
十
一
号
様
式
）
を

者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
（
別
記
第
十
一
号
様
式
）
を

そ
の
麻
薬
業
務
所
の
所
在
地
（
麻
薬
取
扱
者
以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
、
廃
棄

そ
の
麻
薬
業
務
所
の
所
在
地
（
麻
薬
取
扱
者
以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
、
廃
棄

し
よ
う
と
す
る
麻
薬
の
所
在
場
所
）
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し

し
よ
う
と
す
る
麻
薬
の
所
在
場
所
）
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

麻
薬
業
務
所
（
麻
薬
取
扱
者
以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
、
廃
棄
し
よ
う
と

四

麻
薬
業
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

す
る
麻
薬
の
所
在
場
所
）
の
名
称
及
び
所
在
地

五
～
九

（
略
）

五
～
九

（
略
）

（
廃
棄
の
方
法
）

（
廃
棄
の
方
法
）

第
十
条
の
二

麻
薬
小
売
業
者
又
は
麻
薬
診
療
施
設
の
開
設
者
は
、
麻
薬
処
方

第
十
条
の
二

麻
薬
小
売
業
者
又
は
麻
薬
診
療
施
設
の
開
設
者
は
、
麻
薬
処
方

箋
に
よ
り
調
剤
さ
れ
た
麻
薬
を
廃
棄
す
る
と
き
は
、
焼
却
そ
の
他
の
麻
薬
を

せ
ん
に
よ
り
調
剤
さ
れ
た
麻
薬
を
廃
棄
す
る
と
き
は
、
焼
却
そ
の
他
の
麻
薬

回
収
す
る
こ
と
が
困
難
な
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
回
収
す
る
こ
と
が
困
難
な
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
十
二
条
の
二

法
第
三
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

第
十
二
条
の
二

法
第
三
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も

の

の



イ

麻
薬
営
業
者
（
麻
薬
小
売
業
者
を
除
く
。
）
及
び
大
麻
草
栽
培
者
（

イ

麻
薬
営
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
譲
受
人
の
使
用
に
係
る

以
下
こ
の
条
及
び
第
十
二
条
の
四
に
お
い
て
「
麻
薬
営
業
者
等
」
と
い

電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信

う
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
譲
受
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計

者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る

算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使

方
法

用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ

譲
受
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記

ロ

譲
受
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
さ
れ
た
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
麻
薬

録
さ
れ
た
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
麻
薬

営
業
者
等
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
麻
薬
営
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子

営
業
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
麻
薬
営
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
事
項
を
記
録
す
る
方
法
（
法

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
事
項
を
記
録
す
る
方
法
（
法
第
三

第
三
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
行
う
旨
の
承
諾

十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
行
う
旨
の
承
諾
又
は

又
は
行
わ
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
麻
薬
営
業
者
等

行
わ
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
麻
薬
営
業
者
の
使
用

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記

に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る

録
す
る
方
法
）

方
法
）

二

（
略
）

二

（
略
）

２

前
項
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で

２

前
項
に
掲
げ
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

麻
薬
営
業
者
等
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面

一

麻
薬
営
業
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を

を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

３

第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
麻
薬
営
業
者
等
の
使

３

第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
麻
薬
営
業
者
の
使
用

用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
譲
受
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気

に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
譲
受
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通

通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

第
十
二
条
の
四

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令

第
十
二
条
の
四

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令

第
五
十
七
号
）
第
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類

第
五
十
七
号
）
第
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類

及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

第
十
二
条
の
二
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
麻
薬
営
業
者
等

一

第
十
二
条
の
二
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
麻
薬
営
業
者
が

が
使
用
す
る
も
の

使
用
す
る
も
の

二

（
略
）

二

（
略
）

（
譲
渡
し
等
）

（
譲
渡
し
等
）



第
三
十
六
条

法
第
五
十
条
の
十
六
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省

第
三
十
六
条

法
第
五
十
条
の
十
六
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

病
院
等
の
開
設
者
か
ら
施
用
の
た
め
交
付
さ
れ
る
向
精
神
薬
を
譲
り
受

十

病
院
等
の
開
設
者
か
ら
施
用
の
た
め
交
付
さ
れ
る
向
精
神
薬
を
譲
り
受

け
、
又
は
向
精
神
薬
小
売
業
者
か
ら
向
精
神
薬
処
方
箋
に
よ
り
調
剤
さ
れ

け
、
又
は
向
精
神
薬
小
売
業
者
か
ら
向
精
神
薬
処
方
せ
ん
に
よ
り
調
剤
さ

た
向
精
神
薬
を
譲
り
受
け
た
者
が
、
そ
の
向
精
神
薬
を
施
用
す
る
必
要
が

れ
た
向
精
神
薬
を
譲
り
受
け
た
者
が
、
そ
の
向
精
神
薬
を
施
用
す
る
必
要

な
く
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
向
精
神
薬
を
病
院
等
の
開
設
者
又
は

が
な
く
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
向
精
神
薬
を
病
院
等
の
開
設
者
又

向
精
神
薬
小
売
業
者
に
譲
り
渡
し
、
又
は
譲
り
渡
す
目
的
で
所
持
す
る
場

は
向
精
神
薬
小
売
業
者
に
譲
り
渡
し
、
又
は
譲
り
渡
す
目
的
で
所
持
す
る

合

場
合

十
一

病
院
等
の
開
設
者
か
ら
施
用
の
た
め
交
付
さ
れ
る
向
精
神
薬
を
譲
り

十
一

病
院
等
の
開
設
者
か
ら
施
用
の
た
め
交
付
さ
れ
る
向
精
神
薬
を
譲
り

受
け
、
又
は
向
精
神
薬
小
売
業
者
か
ら
向
精
神
薬
処
方
箋
に
よ
り
調
剤
さ

受
け
、
又
は
向
精
神
薬
小
売
業
者
か
ら
向
精
神
薬
処
方
せ
ん
に
よ
り
調
剤

れ
た
向
精
神
薬
を
譲
り
受
け
た
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
相

さ
れ
た
向
精
神
薬
を
譲
り
受
け
た
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

続
人
又
は
相
続
人
に
代
わ
つ
て
相
続
財
産
を
管
理
す
る
者
が
、
現
に
所
有

相
続
人
又
は
相
続
人
に
代
わ
つ
て
相
続
財
産
を
管
理
す
る
者
が
、
現
に
所

し
、
又
は
管
理
す
る
向
精
神
薬
を
病
院
等
の
開
設
者
又
は
向
精
神
薬
小
売

有
し
、
又
は
管
理
す
る
向
精
神
薬
を
病
院
等
の
開
設
者
又
は
向
精
神
薬
小

業
者
に
譲
り
渡
し
、
又
は
譲
り
渡
す
目
的
で
所
持
す
る
場
合

売
業
者
に
譲
り
渡
し
、
又
は
譲
り
渡
す
目
的
で
所
持
す
る
場
合

十
二
～
十
六

（
略
）

十
二
～
十
六

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
記
録
を
要
し
な
い
向
精
神
薬
）

（
記
録
を
要
し
な
い
向
精
神
薬
）

第
四
十
二
条

法
第
五
十
条
の
二
十
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働

第
四
十
二
条

法
第
五
十
条
の
二
十
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
向
精
神
薬
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

省
令
で
定
め
る
向
精
神
薬
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

向
精
神
薬
小
売
業
者
又
は
病
院
等
の
開
設
者
が
譲
り
受
け
た
向
精
神
薬

二

向
精
神
薬
小
売
業
者
又
は
病
院
等
の
開
設
者
が
譲
り
受
け
た
向
精
神
薬

（
向
精
神
薬
小
売
業
者
か
ら
向
精
神
薬
処
方
箋
に
よ
り
調
剤
さ
れ
た
向
精

（
向
精
神
薬
小
売
業
者
か
ら
向
精
神
薬
処
方
せ
ん
に
よ
り
調
剤
さ
れ
た
向

神
薬
を
譲
り
受
け
た
者
若
し
く
は
病
院
等
の
開
設
者
か
ら
施
用
の
た
め
交

精
神
薬
を
譲
り
受
け
た
者
若
し
く
は
病
院
等
の
開
設
者
か
ら
施
用
の
た
め

付
さ
れ
る
向
精
神
薬
を
譲
り
受
け
た
者
又
は
こ
れ
ら
の
相
続
人
若
し
く
は

交
付
さ
れ
る
向
精
神
薬
を
譲
り
受
け
た
者
又
は
こ
れ
ら
の
相
続
人
若
し
く

相
続
人
に
代
わ
つ
て
相
続
財
産
を
管
理
す
る
者
か
ら
譲
り
受
け
た
も
の
に

は
相
続
人
に
代
わ
つ
て
相
続
財
産
を
管
理
す
る
者
か
ら
譲
り
受
け
た
も
の

限
る
。
）

に
限
る
。
）

三

（
略
）

三

（
略
）



（
処
方
箋
等
の
記
載
）

（
処
方
せ
ん
等
の
記
載
）

、
、

第
五
十
四
条

法
第
二
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
処
方
箋
、
法
第
三
十
二

第
五
十
四
条

法
第
二
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
処
方
せ
ん
、
法
第
三
十

、
、

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
譲
受
証
及
び
譲
渡
証
、
法
第
三
十
七
条
第
一
項
、

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
譲
受
証
及
び
譲
渡
証
、
法
第
三
十
七
条
第
一
項

法
第
三
十
八
条
第
一
項
、
法
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
法
第
四
十
条
第
一
項

、
法
第
三
十
八
条
第
一
項
、
法
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
法
第
四
十
条
第
一

に
規
定
す
る
帳
簿
並
び
に
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
墨
又
は

項
に
規
定
す
る
帳
簿
並
び
に
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
は
、
す
み

イ
ン
キ
を
用
い
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

又
は
イ
ン
キ
を
用
い
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



別
記
第
一
号
様
式
、
別
記
第
一
号
の
二
様
式
、
別
記
第
十
号
様
式
、
別
記
第
十
一
号
様
式
、
別
記
第
十
六
号
様
式
及
び
別

記
第
十
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別記第１ 号様式( 第一条関係)  

収 入 

印 紙 

大 臣 免 許 に

限る。  

麻薬輸入業

麻薬輸出業、 麻薬製造業、 麻薬製剤業、

家庭麻薬製造業、 麻薬元卸売業、  

麻薬卸売業、 麻薬小売業、 麻薬施用、  

麻薬管理、 麻薬研究 

者免許申請書 

 

麻 薬 業 務 所 
所 在 地  

名 称  

麻薬施用者又は麻薬研究

者にあつては、従と し て診

療又は研究に従事する 麻

薬診療施設又は麻薬研究

施設 

所 在 地  

名 称  

許 可 又 は 免 許 の 番 号 第  号 
許可又は免許

の 年 月 日 
年  月  日 

を
含

)

の
欠
格
条
項 

申
請
者(

法
人

業
務
を
行
う
役
員 

( 1)  

法第51条第1項の規定によ

り 免許を 取り 消さ れた こ

と 。  

 

( 2)  
罰金以上の刑に処せら れた

こ と 。  

 

( 3)  

医事又は薬事に関する法令

又はこ れに基づく 処分に違

反し たこ と 。  

 

( 4)  

暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律第２

条第６ 号に規定する暴力団

員又は同号に規定する暴力

団員であつたこ と 。  

 

( 5)  
( 4) に規定する 者に事業活

動を支配さ れているこ と 。  

 

備 考 
 

  上記のと おり 、 免許を受けたいので申請し ます。  

    年  月  日 

住 所
法人にあつては、主たる

事 務 所 の 所 在 地 

  

氏 名 ( 法人にあつては、名称)  
 

 

 厚生労働大臣( 地方厚生( 支) 局長、 都道府県知事)  殿 

 ( 注意)  

  1 用紙の大き さ は、 Ａ ４ と するこ と 。  

  2 収入印紙は、 麻薬輸入業者、 麻薬輸出業者、 麻薬製造業者、 麻薬製剤業者、 家庭麻薬製造業者及び麻薬

元卸売業者に係る申請書の正本にのみ貼り 、 消印をし ないこ と 。  

  3 許可又は免許の番号の欄には、麻薬営業者の免許の申請であると きは、医薬品医療機器等法の規定によ

る許可証の番号を、 麻薬施用者又は麻薬管理者の免許の申請であると きは、 医師、 歯科医師、 獣医師又

は薬剤師の免許の登録番号を記載するこ と 。  

  4 欠格条項の( 1) 欄から ( 5) 欄までには、当該事実がないと き は「 なし 」 と 記載し 、当該事実があると きは、

( 1) 欄にあつてはその理由及び年月日を、 ( 2) 欄にあつてはその罪、 刑、 刑の確定年月日及びその執行を

終わり 、又は執行を受けるこ と がなく なつた場合はその年月日を、( 3) 欄にあつてはその違反の事実及び

年月日を、 ( 4) 欄及び( 5) 欄にあつてはその事実があっ た年月日を記載するこ と 。  



 

別記第１ 号の２ 様式( 第一条の四関係)  

麻 薬 輸 入 業  

麻薬輸出業、 麻薬製造業、 麻薬製剤業、  

家庭麻薬製造業、 麻薬元卸売業、 麻薬卸売業、  

麻薬小売業、 麻薬研究 
者役員変更届 

免 許 の 番 号 第  号 免 許 年 月 日  年  月  日 

麻 薬 業 務 所  

所 在 地  

名 称  

変 更 年 月 日 年    月    日 

変 更 前  

変 更 後  

欠
格
条
項 

変
更
後
の
業
務
を
行
う
役
員
の 

( 1)  
法第 51 条第１ 項の規定によ

り 免許を 取り 消さ れたこ と 。  
 

( 2)  
罰金以上の刑に処せら れたこ

と 。  
 

( 3)  

薬事若し く は医事に関する法

令又はこ れに基づく 処分に違

反し たこ と 。  

 

( 4)  

暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律第２ 条第

６ 号に規定する暴力団員又は

同号に規定する暴力団員であ

つたこ と 。  

 

備 考  

 

上記のと おり 、 業務を 行う 役員に変更を生じ たので届け出ます。  
 

   年  月  日            

住 所 

  

氏 名  （ 法人又は団体の名称）   

 

厚生労働大臣( 地方厚生( 支) 局長、 都道府県知事)  殿 
 

（ 注意）  

1 用紙の大き さ は、 Ａ ４ と するこ と 。  

2 変更前と 変更後の欄には、 業務を 行う 役員全員を 記載する こ と 。  

3 欠格条項の( 1) 欄から ( 4) 欄までには、 当該事実がないと き は「 なし 」 と 記載し 、 当該事実があ

る と き は、 ( 1) 欄にあつてはその理由及び年月日を 、 ( 2) 欄にあつてはその罪、 刑、 刑の確定年

月日及びその執行を 終わり 、 又は執行を 受けるこ と がなく なつた場合はその年月日を 、 ( 3) 欄

にあつてはその事実及び年月日を 、 ( 4) 欄にあつてはその事実があっ た年月日を 記載する こ と 。 

法人又は団体の主た

る事務所の所在地 



 

別記第10号様式( 第九条関係)  

麻 薬 譲 渡 許 可 申 請 書 

譲

渡

人 

免 許 証 の 番 号 第   号 免許年月日   年  月  日 

免 許 の 種 類 
  

麻薬業務所又は

大麻草栽培者が

大麻を 業務上取

り 扱 う 事 務 所 

所 在 地 
  

名 称 
  

譲 り 渡 そ う と す る 麻 薬 

品 名 容 量 箇 数 数 量 

        

譲

渡

先 

免 許 証 の 番 号 第   号 免許年月日 年  月  日 

免 許 の 種 類 
  

麻薬業務所又

は大麻草栽培

者が大麻を 業

務上取り 扱う

事 務 所 

所 在 地 
  

名 称 
  

氏 名 
法人に あ つて

は、 名称 

  

譲 渡 し の 理 由 
  

  上記のと おり 、 譲り 渡し たいので申請し ます。  

      年  月  日 

住 所 法人にあつては、 主 

たる事務所の所在地 

        氏 名( 法人にあつては、 名称)  

  厚生労働大臣( 地方厚生( 支) 局長)  殿 

 ( 注意)  

  用紙の大き さ は、 Ａ ４ と するこ と 。  



 

別記第11号様式( 第十条関係)  

麻 薬 廃 棄 届 

免 許 証 の 番 号 第    号 免許年月日 年  月  日 

免 許 の 種 類 
  

氏 名 
  

麻薬 業務所 又は

麻薬 の所在 場所 

所 在 地 
  

名 称 
  

廃 棄 し よ う と す る

麻 薬

 
品 名 数 量 

    

廃 棄 の 年 月 日 
  

廃 棄 の 場 所 
  

廃 棄 の 方 法 
  

廃 棄 の 理 由 
  

  上記のと おり 、 廃棄し たいので届け出ます。  

      年  月  日 

 住 所 

   

届出義務者続柄             

氏 名( 法人にあつては、 名称)        

  都道府県知事 殿 

 ( 注意)  

  用紙の大き さ は、 Ａ ４ と するこ と 。  

法人にあつては、 主

たる事務所の所在地 



 

別
記

第
1
6
号

様
式

(
第

十
二

条
関

係
) 

麻
薬

譲
受

証
 

年
 

 
月

 
 

日
 

譲
受

人
の

免
許

証
の

番
号

 
第

 
 

 
 

 
 

 
 

号
 

譲
受

人
の

免
許

の
種

類
 

 
 

譲
受

人
の

氏
名

(法
人

に
あ

つ
て

は
、

名
称

)
 

○ 印
 

譲
受

人
が

麻
薬

診
療

施
設

の
開

設
者

又
は

麻
薬

研
究

施
設

の
設

置
者

の
場

合
は

、
当

該

施
設

に
お

い
て

麻
薬

を
管

理
す

る
麻

薬
管

理
者

、
麻

薬
施

用
者

、
麻

薬
研

究
者

 

免
許

証
の

番
号

 
第

 
 

 
 

 
 

号
 

氏
名

 
○ 印

 

麻
薬

業
務

所
又

は
大

麻
草

栽
培

者
が

大
麻

を
業

務
上

取
り

扱
う

事
務

所
 

所
在

地
 
 

 

名
称

 
 

 

品
名

 
容

量
 

箇
数

 
数

量
 

備
考

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(
注

意
) 

 
 

1 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
Ａ

４
と

す
る

こ
と

。
 

 
 

2 
余

白
に

は
、

斜
線

を
引

く
こ

と
。

 



 

別
記

第
1
7
号

様
式

(
第

十
二

条
関

係
) 

麻
薬

譲
渡

証
 

年
 

 
月

 
 

日
 

譲
渡

人
の

免
許

証
の

番
号

 
第

 
 

 
 

 
 

号
 

譲
渡

人
の

免
許

の
種

類
 

 
 

譲
渡

人
の

氏
名

(
法

人
に

あ
つ

て
は

、
名

称
)
 

印
 

麻
薬

業
務

所
又

は
大

麻
草

栽
培

者
が

大
麻

を
業

務
上

取
り

扱
う

事
務

所
 

所
在

地
 
 

 

名
称

 
 

 

品
名

 
容

量
 

箇
数

 
数

量
 

備
考

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(
注

意
) 

 
 

1 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
Ａ

４
と

す
る

こ
と

。
 

 
 

2 
余

白
に

は
、

斜
線

を
引

く
こ

と
。

 



（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生

省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
地
域
連
携
薬
局
の
基
準
等
）

（
地
域
連
携
薬
局
の
基
準
等
）

第
十
条
の
二

（
略
）

第
十
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次

３

法
第
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

薬
局
開
設
者
が
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律

四

薬
局
開
設
者
が
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律

第
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
麻
薬
の
調
剤
に
応
需
す

第
十
四
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
麻
薬
の
調
剤
に
応
需
す
る
た
め

る
た
め
に
同
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
麻
薬
小
売
業
者
の
免
許
を

に
同
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
麻
薬
小
売
業
者
の
免
許
を
受
け
、

受
け
、
当
該
麻
薬
の
調
剤
の
求
め
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
薬
局
に
お

当
該
麻
薬
の
調
剤
の
求
め
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
薬
局
に
お
い
て
薬

い
て
薬
事
に
関
す
る
実
務
に
従
事
す
る
薬
剤
師
に
当
該
薬
局
で
調
剤
さ
せ

事
に
関
す
る
実
務
に
従
事
す
る
薬
剤
師
に
当
該
薬
局
で
調
剤
さ
せ
る
体
制

る
体
制
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

を
備
え
て
い
る
こ
と
。

五
～
十

（
略
）

五
～
十

（
略
）

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）

（
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
基
準
等
）

（
専
門
医
療
機
関
連
携
薬
局
の
基
準
等
）

第
十
条
の
三

（
略
）

第
十
条
の
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

法
第
六
条
の
三
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次

４

法
第
六
条
の
三
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

薬
局
開
設
者
が
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号

四

薬
局
開
設
者
が
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定

に
規
定
す
る
麻
薬
の
調
剤
に
応
需
す
る
た
め
に
同
法
第
三
条
第
一
項
の
規

す
る
麻
薬
の
調
剤
に
応
需
す
る
た
め
に
同
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

定
に
よ
る
麻
薬
小
売
業
者
の
免
許
を
受
け
、
当
該
麻
薬
の
調
剤
の
求
め
が

る
麻
薬
小
売
業
者
の
免
許
を
受
け
、
当
該
麻
薬
の
調
剤
の
求
め
が
あ
つ
た

あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
薬
局
に
お
い
て
薬
事
に
関
す
る
実
務
に
従
事
す

場
合
に
は
、
当
該
薬
局
に
お
い
て
薬
事
に
関
す
る
実
務
に
従
事
す
る
薬
剤

る
薬
剤
師
に
当
該
薬
局
で
調
剤
さ
せ
る
体
制
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

師
に
当
該
薬
局
で
調
剤
さ
せ
る
体
制
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

五
～
十

（
略
）

五
～
十

（
略
）



５
～
８

（
略
）

５
～
８

（
略
）



（
大
麻
取
締
法
第
二
十
二
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
地
方
厚
生
局
長
及
び
地
方
厚
生
支
局
長
に
委
任
す
る
権
限
を
定
め
る
省
令

の
一
部
改
正
）

第
三
条

大
麻
取
締
法
第
二
十
二
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
地
方
厚
生
局
長
及
び
地
方
厚
生
支
局
長
に
委
任
す
る
権
限
を
定
め
る

省
令
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
令
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
の
四
の
規
定
に
よ

大
麻
取
締
法
第
二
十
二
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
地
方
厚
生
局
長
及
び
地

り
地
方
厚
生
局
長
及
び
地
方
厚
生
支
局
長
に
委
任
す
る
権
限
を
定
め
る

方
厚
生
支
局
長
に
委
任
す
る
権
限
を
定
め
る
省
令

省
令

１

大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二

１

大
麻
取
締
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規

十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限

定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委

は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
十
二
号

任
す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
二
号
に
掲
げ
る
権
限
を
自
ら
行
う

に
掲
げ
る
権
限
を
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一

法
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す

一

法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
権
限

る
権
限

二

法
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
に
規
定
す
る
権
限

（
新
設
）

三

法
第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
権

（
新
設
）

限
四

法
第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
権

（
新
設
）

限
五

法
第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に

（
新
設
）

規
定
す
る
権
限

六

法
第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
三
に
規
定
す

（
新
設
）

る
権
限

七

法
第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
四
に
規
定
す

（
新
設
）

る
権
限

八

法
第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
五
第
二
項
に

（
新
設
）

規
定
す
る
権
限

九

法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
権
限

（
新
設
）

十

法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
権
限

（
新
設
）

十
一

法
第
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

（
新
設
）

十
二

（
略
）

二

（
略
）



２

法
第
二
十
二
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
権
限

２

法
第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
権
限

は
、
地
方
厚
生
支
局
長
に
委
任
す
る
。

は
、
地
方
厚
生
支
局
長
に
委
任
す
る
。



（
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の

利
用
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

表
一

表
一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に

第
十
条
第
一
項
（
第
十
七
条
第
一
項
に
お

大
麻
取
締
法
（
昭
和
二
十

第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
帳

関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

三
年
法
律
第
百
二
十
四
号

簿
の
備
付
け

三
年
法
律
第
百
二
十
四
号

に
よ
る
帳
簿
の
備
付
け

）

）

第
十
条
第
二
項
（
第
十
七
条
第
一
項
に
お

第
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
帳

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

簿
の
保
存

に
よ
る
帳
簿
の
保
存

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

表
二
～
表
四

（
略
）

表
二
～
表
四

（
略
）



（
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
律
又
は
政
令
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書

の
様
式
の
特
例
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
律
又
は
政
令
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証

明
書
の
様
式
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
令
和
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す

る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
律
又
は
政
令
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
（
都
道

次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
律
又
は
政
令
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
（
都
道

府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
）
が
行
う
こ
と
が
で
き

府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
）
が
行
う
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
際
に
職
員
が
携
帯
す
る
そ
の
身
分

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
際
に
職
員
が
携
帯
す
る
そ
の
身
分

を
示
す
証
明
書
及
び
狂
犬
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
四
十
七
号

を
示
す
証
明
書
及
び
狂
犬
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
四
十
七
号

）
第
三
条
第
二
項
（
同
法
第
六
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
第
三
条
第
二
項
（
同
法
第
六
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
に
基
づ
き
同
法
第
三
条
第
一
項
の
狂
犬
病
予
防
員
（
同
法
第
六
条
第
六
項
に

）
に
基
づ
き
同
法
第
三
条
第
一
項
の
狂
犬
病
予
防
員
（
同
法
第
六
条
第
六
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
二
項
の
捕
獲
人
）
が
携
帯
す
る

お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
二
項
の
捕
獲
人
）
が
携
帯
す
る

証
票
は
、
他
の
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
記
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き

証
票
は
、
他
の
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
記
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。

る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二

五

大
麻
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
第
二
十
一
条
第

十
四
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項

一
項

六
～
四
十
六

（
略
）

六
～
四
十
六

（
略
）



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
大
麻
取
締
法
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
十
二
月
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
麻
栽
培
者
及
び
大
麻
研
究
者
の
大
麻
の
栽
培
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
地
方
厚
生
局
長
及
び
地
方

厚
生
支
局
長
に
委
任
す
る
権
限
を
定
め
る
省
令
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定

に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
及
び
第
五
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
律
又
は
政
令
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分

を
示
す
証
明
書
の
様
式
の
特
例
に
関
す
る
省
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
免
許
の
有
効
期
間
内
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り



使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。


